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▲研修中の様子

障がい者用駐車場は
必要な方のために空けておこう！！

あいサポーター研修公開講座のお知らせ
障がいの特性を理解し、障がいのある方が困っているときに

ちょっとした手助けを行うコツを学んでみませんか？

と き 令和５年１月１８日（水）１３時３０分～１５時

ところ 皆野町役場２０１会議室

と き 令和５年１月２３日（月）１３時３０分～１５時

ところ 秩父市歴史文化伝承館１階研修室

と き 令和５年２月２８日（火）１３時３０分～１５時

ところ 横瀬町町民会館１階小会議室

障がい者用駐車場は、車いすや杖を使用している方、体の不自由な高齢者や障がい者など、自動車

の乗り降りや移動に配慮が必要な方のために、自動車のドアを大きく開けて乗り降りできるようス

ペースが広く取られた駐車場のことです。

最近では公共の施設やスーパー、飲食店など市民の多くの方が利用する施設で障がい者用駐車場の

整備が進んでおり、目にする機会も多くあると思います。ただし、「出入り口が近いから…」「便利

だから…」「すぐ戻るから…」などの理由で障がい者用駐車場に停めてしまう方がいて、必要な方が

必要な時に利用できないこともあります。

障がい者用駐車場について理解を深め、マナーを守って、必要な方が適切に利用できるよう皆さん

の配慮をお願いいたします。

※画像は埼玉県ホームページから引用

埼玉県では障害者用駐車場マナーアップキャンペーンを通年で

実施しています。



あいサポーター研修を受講しよう！
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【お問合せ先】 社会福祉法人秩父市社会福祉協議会 地域福祉推進課

〒368-0033 秩父市野坂町1-13-14 TEL 0494（22）1514 FAX 0494（22）4815

STEP２

STEP１

STEP１

STEP２ STEP３

※受講に関わる通信料等は

自己負担となります。

受講希望する個人、企業・学校、
地域の団体など

企業などで あいサポーター研修に取り組んで

いただくと、あいサポーター企業・団体として
認定されます。

（秩父地域１市４町在住・在校・在勤の方）

※受講料は無料

あいサポート運動とは・・・

視覚障がい、知的障がい、精神障がい、内部障がいなど

13の障がいの特性を理解し、障がいのある方に温か

く接し、困っているときに「ちょっとした手助け」を

行う運動のことです。

あいサポーターとは・・・
研修を修了し、あいサポート運動を地域で実践してい
ただく皆さんのことです。

秩父市社会福祉協議会

アンケート
送信

詳細を知りたい方は、下記連絡先までお問い合わせください。


